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 東京都民主党本部前の交差点に朝 8 時 30 分、改正貸金業法の完全施行を求めて

街頭でのチラシ配り。他団体と連携して、「お願いします！」と大きな声で無理矢理

チラシを渡す。小雨の降りしきる中、勤務場所へ足早に向かう通行人たちは、傘と

鞄を両手に持ち、なかなかチラシを受け取ってはくれない。金融担当副大臣を座長

として「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」が設置され、完全施行を見直す

検討を始めるとの報道がなされたが、市民は借金で成り立っているような国策は求

めていない。本当に必要なのは、健全な経済的社会なのだ。そして今、後世の為に

も現実化させていかなければならない。会長も自分も前日入りでこのチラシ配りの

ために東京へやってきた。多重債務を要因とする不幸な出来事を一人でも多くの政

府関係者に知って貰いたい。政府には、家庭不和や自殺、犯罪をも引き起こすこと

にも繋がる「借金」をしなければならない環境にある日本社会を改善して欲しい。

参加した全員が、そんな思いだけでチラシを渡す。我々は、自分の事務所で知って

しまう社会的不条理を社会に訴えていかなければならない。  

 

お願いです！  

市民の為に改正貸金業法の完全施行とセーフティネット貸付の充実を！！  

健全な経済的社会と安心して暮らせる政策を！！！  


